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０ 概要 

昨今、人口減少社会への問題意識の高まりと合わせて、移民受入れ政策の是非をめぐる議

論が活発化している。しかし、移民政策の社会への影響について包括的かつ定量的に分析が

なされた研究は未だになく、国民の判断材料は整っていない。そこで本稿は、費用便益分析

の手法を用いて、移民政策が将来にわたってもたらす影響について定量的に示すことを試

みた。 

分析に当たっては、以下のような仮定のもと考察した。これによって、政策を検討・決定

する主体にとっての判断材料を提供することを目指した。 

・ 当事者適格は日本とする（日本人と日本企業と日本政府。移民二世以降は日本人と

する）。 

・ 移民の受入れ政策としては、低技能労働者・高技能労働者の双方の受け入れを拡大

する、単純移民政策を採用する。 

・ 政策の影響の及ぶ範囲として、財政と労働市場への影響を考察する。財政について

は、税・社会保険料収入の増加や、移民を受け入れるのにかかる政策費用を計上し

た。労働市場については、雇用拡大によって企業がうける恩恵を計上した。 

分析の結果、移民の受け入れ政策は財政に 54.2 億円の大きな負の純便益を生じさせ、他

方で労働市場に与える正の便益は微細なものに留まることが分かった。結果としての社会

的な純便益は-54.2 億円である。この限りにおいて、移民政策は日本において推奨されない。 

更に、この結果を主体ごとに整理すると次のような影響が示唆される。はじめに政府は移

民からの税・社会保険料の受領より移民に対して多くの政策費用を負担するため負の影響

を被る。他方、移民二世以降はその逆であるから正の影響がある。また企業は労働供給が増

加することで、全体で微小とはいえ、正の影響を受ける。他方、そのうちの一部の余剰は日

本人労働者から移転したものであるから、日本人労働者にしてみれば負の影響がある。 

しかし、この分析は、国民の社会保障負担が現時点のまま据え置かれることを仮定してい

る。人口減少がすすむ今日、国民一人一人の社会保障負担の増加は避けられないこととして

議論されている。こうした背景を踏まえ、社会保障負担率の上昇について感度分析を行った

結果、上昇率によっては純便益が正となることも明らかになった。負担上昇率が年率 1.96％

以上で成長し続けた場合、純便益は正になる。すなわち、社会保障制度の設計次第では、移

民政策は日本国にとって便益となりうるだろう。 
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1. 序 

1.1. 移民受け入れをめぐる現状 

1.1.1. 移民受け入れへの関心の高まり 

今日わが国の直面する課題を考えるとき、必ず議論されるのが、人口減少問題であろう。

国立社会保障・人口問題研究所によれば、来年 2019 年には総世帯数がピークを迎え、2053

年には総人口が 1 億人を切ると推計されている。それに合わせて、労働力を補う一つの手

立てとして、移民の受け入れをめぐる議論が加速している。 

 

図表 1.1-1 総人口の推移 

 

出典: 国立社会保障・人口問題研究所 (2017) 「日本の将来推計人口 平成 29 年推計」 p.30 

 

2014 年に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2014」では「超えなければい

けない高いハードル」として「『人口急減・超高齢化』の克服」が挙げられている。50 年後

も１億人程度の人口を保持することを目指し、あくまで「移民政策ではない」としつつも、

外国人材の活用も検討されている。1 

労働力不足への危機感は経済界でも大きい。2015 年の経団連夏季フォーラムで、経団連

会長は「移民に頼らざるを得ない。ドアを開けにいかないといけない」2と述べた。そして、

政府内での議論の加速を求めると同時に、経団連独自の制度設計を目指す考えを示した。 

 

1.1.2. 移民受け入れをめぐる議論 

では、移民の受け入れを巡って、具体的にどのような議論が巻き起こっているのだろうか。

                                                      

1 内閣府(2014) 

2 日本経済新聞(2015) 
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どのような項目について考慮する必要があるのだろうか。本節では、移民受け入れをめぐる

政策の議論と世論の情勢をまとめる。 

まず、政策議論についてだが、2010 年に日本国際フォーラムが提言「外国人受入れの展

望と課題」を発表している。概要は主に以下の通りである。 

 

提言１ 観光やビジネスを目的とする外国人は極力受入れを拡大するとともに、定住

目的の外国人については、日本の国益の観点から選択的に受け入れるべきで

ある。 

提言２ 外国人高度人材を優先的に受け入れ、わが国に滞在し、国内外を移動しながら

自由に活動できる諸条件を整備せよ。 

提言３ 狭義の不熟練労働者の受入れは今後とも慎重に対応する一方、日本人だけで

は供給困難な職種を特定して、その人材開発と資格取得を支援せよ。 

提言４ 「経済連携協定」における外国人受入れ条項の条件の柔軟化を図るとともに、

就労を認める分野を順次拡大せよ。 

提言５ 社会統合政策を外国人政策の第二の柱とし、国と自治体が連携する効果的な

実施体制を確立せよ。 

提言６ 日本語能力を持たない外国人に対し、地域における日本語学習の機会を保障

する体制を整備せよ。 

提言７ 秩序ある労働者受入れと労働者保護のために、「外国人雇用法」を制定すると

ともに、二国間「労働協定」を締結せよ。 

提言８ 「社会保障協定」の締結を促進し、国内外を移動する日本人及び外国人に配慮

した社会保障制度とせよ。 

提言９ 永住外国人への地方参政権の付与は、憲法違反の可能性が高く、政治的にも懸

念を抱かせる要素があり、慎重な議論が必要と考える。 

    

ここから、移民受け入れをめぐって次のような論点があることが分かる。 

・ 移民の選別基準 … 高度人材のみ選択的に受け入れるべきか否か。 

・ 移民の職業選択 … どのような職種で就労を認めるべきか。 

・ 移民の社会適応 … 移民を日本社会に適応させる受入体制をどう整えるか。 

・ 社会保障制度  … 移民を組み込んだ社会保障制度をどう整えるか。 

・ 治安への影響  … 治安悪化への懸念にどう対応するか。 

 

これまで積極的に外国人を受け入れてきたとは言えないわが国が、外国人と手を携えた

社会をつくっていくには、依然として検討すべき課題は多いということが分かるだろう。 

つぎに、世論情勢についてみてみよう。上述の政策議論も世論の懸念を反映したものと言

えるだろうが、世論は二つに割れている。2017 年に日本経済新聞が行った調査では、外国

人労働者の受け入れに対して「賛成」「反対」ともに 42％となった。年代別に見ると、18～
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29 歳の若年層では約 60%が「賛成」にまわったが、70 歳以上の高齢者層では「反対」が約

45％を占めた。このように賛否が拮抗し、世代間で認識に大きな溝がある現状では、国民的

な合意形成がなされているとは言えないだろう。 

 

1.2. 研究の狙い 

では、先に述べた国民的な合意形成を図っていくために、何が必要だろうか。「移民を受

け入れて、私たちの生活はどう変わるのだろうか」、「私たち日本人に、本当に恩恵があるの

だろうか」こうした問いに答える、数的根拠に基づいた分析が必要ではないだろうか。私た

ちはこのような観点から、移民受入れ政策の是非について、費用便益分析という手法で論じ

ることを試みた。移民受け入れることによって、日本人のうける便益が増加するのかを明ら

かにすることとした。 
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2. 先行研究の整理 

2.1. 移民受入れ政策がもたらしうる影響の整理 

本節では、人口減少化における外国人受け入れの影響について幅広い論点からサーベイ

を行っている荻原・中島（2014）に基づいて移民政策による影響について論点を挙げる。大

きく分けると移民政策による外国人の流入の影響は次の三点にまとめられる。 

① 経済成長への貢献 

② 自国労働者との代替・補完関係 

③ 受入によって生じるコスト 

まず、①経済成長への貢献に関しては多くの先行研究において高技能外国人労働者が、

イノベーション促進に寄与し産業構造の高度化や GDP の上昇に貢献していることが結論

付けられている。これらの研究では移民の質に注目しており現在多くの国が選択的移民政

策に積極的な姿勢を示していることとも連関が深い。 

②自国労働者との代替・補完関係は外国人労働者が流入することにより国内の労働者が

どういった影響を受けるかという論点である。失業率の上昇や賃金率の低下といった可能

性が挙げられており、労働市場の変化を誘発しうる。 

最後に、③受け入れによって生じるコストは主に移民流政策に伴う社会保障や税の収支

の変化についての財政面での議論である。移民に対する福祉や生活保護によって国家財政

が圧迫され国民負担率が上昇するといったヨーロッパ諸国で行われているような議論があ

る一方で、移民からの税・社会保険料によって国民負担率が減少するというシナリオもあ

りうる。これらを踏まえて、3.1.2 において本研究の基本設計を説明するとする。 

 

2.2. 蓄積された経済分析の整理 

続いて、以下では移民政策で想定される影響について具体的にどのような先行研究が積

み上がっているかを整理する。 

 

2.2.1. 財政 

2.2.1.1. 一般的分析 

はじめに財政についてである。荻原・中島（2014）のサーベイによれば、財政に与える影

響のうち、社会保障の分野については、多くの実証研究が、移民は自国民より税・社会保障

の負担が小さく反対に社会保障給付を多く受けているとして、コスト増を指摘している。例

えば北欧における移民の社会保障に対する依存度は自国民のそれよりも大きいことが示さ

れており、またアメリカ・カナダでは滞在期間が長期化にするに伴い社会福祉の利用が高ま

ることや、北欧ほどでないが移民が自国民より多く社会福祉を需要していることが示され

ている。しかし以上の研究結果がある一方で、移民は税・社会保障負担がより大きく、ベネ

フィットを生じさせていると示唆する研究結果も少なくない。結局移民の社会保障の受給・

負担の大きさは外国人という属性ではなく各国の政策や制度のあり様で規定されると認識
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されるに至っている。また、移民受入れに伴う社会的費用には社会保障だけでなく言語教育

やその他の教育、住宅などの各方面への有形・無形のコストが含まれるわけであるが、これ

らを総合した財政そのものへの影響についても、移民が財政健全化に寄与するかどうかに

ついて決着は見られていない。そこで移民の影響を考察するにあたっては、移民の種類（例

えば学歴、年齢、婚姻状態）や分析の対象期間、税・社会保障制度の仕組みを考慮する必要

が指摘されている。 

 

2.2.1.2. 日本に関する分析 

以上の財政への一般的な分析のほかに、日本に焦点を当てた移民政策の影響評価の分析

としては三好（2000）と労働省（1992）、神野（2015）がある。 

三好（2000）は、2000 年から 10 年間、生産年齢人口を 1999 年レベルに維持することを

目標に日本が移民を受け入れた場合の国民所得上昇効果と税・社会保障負担軽減効果を一

定のモデルをもとに推計した。このうち後者への影響が財政と関わりがある。分析の結果は、

移民受入期の日本人の負担軽減効果は負に振れるものの、のち約 30 年間の効果は正に転じ、

一度ピークを迎えてその値は減少するというものである。この結果を三好は以下のように

解釈している。はじめに移民受入期は新規移民に対する特別な財政支出が伴うため負の効

果が生じる。しかしその後は①移民年少人口の減少と②日本人の高齢化による財政支出増

大の一部を比較的老年人口割合が小さい移民が肩代わりする構図によって、軽減効果が大

きくなり、2030 年から 2039 年にかけて最大(35.06％)となる。もっとも移民も高齢化が進

行する 2040 年以降はその効果が弱まることになる。しかしこの分析には、先の荻原・中島

（2014）のサーベイとの関係で問題点がある。分析は、移民受入れによる日本人の税・社会

保障負担を推計するにあたり、新たに生じる費用を①一般政府支出規模と②移民受入れに

伴う特別な財政支出に分類して試算しているが、後者は外国の新規移民の対人口比率と一

般財政支出の対 GDP 比率の回帰分析から導いている。しかしこのことは各国の税・社会保

障制度の仕組みの差異を重んじる荻原・中島（2014）の結論に反するものであり、結局日本

におけるコストの予測をしていない。また、もう一つの課題として、分析は負担軽減効果の

有無・程度は提示しているものの、金銭価値化されてその他の費用便益と比較可能な統合的

な影響評価を行うには至っていない点が挙げられる。 

そこで外国人受入れに伴う特別な支出を日本の資料から集計したものとして、労働省

（1992）がある。これは、外国人労働者が労働面等に及ぼす影響等に関する研究会専門部会

報告書としてまとめられ、当時の国内外の外国人労働者問題を整理したほか、様々な視点か

ら社会的コストを定性的・定量的に評価したものである。ここでは、当研究会が関東、東海

及び近畿地方の 15 都府県及び 290 市町村で実施した外国人労働者受入れに伴う社会的コス

トに関するアンケート調査及び聞き取り調査の記録が掲載されている。さらに各地方自治

体の外国人施策に要した支出額を当該自治体の外国人登録者数（永住者又はこれと同等の

在留資格を有する者を除く）で除して一人あたり支出額を求め、そこから当時の日本全体で

支出されていた外国人関係施策費の推計額・約 54 億円を推計したり、全自治体が個別施策
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ごとの上位 4 自治体レベル並みに各施策を講じた場合の支出額を推計したりしている。こ

れらの実績値は外国人固有の費用を示す数少ない資料である。しかし出版から四半世紀以

上経った現在にそのまま用いることは妥当ではない。 

また、社会保障における移民受入れの純便益を題名に冠した分析に神野（2015）がある。

これは日本の年金制度に着目して、いくつかのモデルを用いて、移民を受け入れた場合の年

金財政の収支を予測したものである。しかし年金以外の社会保障に関する影響を捉えるも

のではない。 

 

2.2.1.3. 小括 

以上の分析におよそ共通する課題点としては、多くの分析が政府視点からの収支への影

響に着目する分析であることが指摘できる。これは正統な費用便益分析の考え方に従うも

のではない。 

総括すれば、移民受入れによる財政への影響には移民の属性のほかに受入国の属性等が

関係しているため安易な外国事例への参照が慎まれるべきであるが、一方で日本に特化し

た分析ではコストを包括的に分析したものや現在の日本での費用構造を考慮したものが少

ない。 

 

2.2.2. 労働市場 

2.2.2.1. 賃金に関する分析 

 はじめに Friedberg, & Hunt（1995）、 Dustmann, Glitz & Frattini（2008）、Longhi, 

Nijkamp, & Poot（2005, 2008）、Okkerse（2008）は移民による賃金への影響を分析して

いる。しかしいずれの研究においても移民流入による賃金弾力性は小さいかもしくはゼロ

であると結論づけている。また、いずれの研究においても具体的な費用便益分析は行って

いない。 

 また三谷（1993a,b）、大竹・大日（1993）、中村他（2009）は日本の賃金に関する分析

を行っている。日本における実証研究から、日本では外国人労働者の流入により賃金が低

下したわけではなく、むしろ実際よりも高い賃金が低スキル労働者に支払われるようにな

ったことを示している。これらの分析は実証分析及びシミュレーション分析を行っており

費用便益分析は行っていない。 

 

2.2.2.2. 厚生、便益に関する分析 

はじめに Borja（1995）によれば、移民流入による便益はその移民の質によって決ま

り、非熟練労働者が流入した場合、その労働者は支払う税金が低く、国家によって与えら

れるサービス額が大きいため便益は発生しにくいと説明している。また、移民の流入が労

働市場の余剰の再分配に貢献することを明らかにしている。この分析は理論的分析に留ま

り費用便益分析は行われていない。 

 Razin, & Sadka（2000）は、二世以降の移民は移民先の国民に同化するとの仮定の下で
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移民受け入れは国内での賃金低下を招き厚生を減少させるという結論を導き出している。

この分析においては理論モデルから移民政策を通じて増加する政府収入を純便益として計

算している。 

 また日本において移民受け入れによる余剰を分析したものとして、三好（2000）と小﨑

（2015）がある。 

 三好（2000）は移民受け入れによる日本人グループの家計可処分所得に対する影響を分

析している。結果、影響は移民と日本人の数の差によりわずかなものにとどまり、高齢者

労働力また女性労働力の活性化といった国内労働力に対する施策と比較しても非常に影響

が小さいことを明らかにした。また、移民が高齢化すると正の影響は消滅するため高齢化

社会における日本経済の衰退に対する抜本的解決にはなり得ないことを明らかにしてい

る。この分析においては労働市場における労働需要曲線を産業全体における労働の限界生

産力から導き出している。 

 また小﨑（2005）は、完全競争市場と賃金硬直的な市場に移民が流入した際の労働市場

の変化について理論的分析を行っている。その結果、完全競争市場においては企業と労働

者の間に利害対立が発生し移民の外部性により移民余剰が発生することを示している。一

方で、賃金硬直的な市場においては、移民の流入により国内に失業が発生すること、そし

て移民のスキルによって国内賃金格差の変化に違いが発生することを明らかにした。この

分析は理論的分析に留まり費用便益分析は行われていない。 

 

2.3. 本研究の位置づけ 

前節を踏まえて、先行研究の問題点と本研究の位置づけを整理する。これまでの先行研究

には、主に三つの点で問題があると言えよう。第一に、定量分析が少ない。第二に将来推計

が少ない。そして第三に、費用便益分析として行われていない。 

第一に、移民のもたらす社会的影響については、定量分析に基づいた議論が行われていな

いことも多い。移民の流入がもたらす社会的な影響は広範囲にわたり、国の社会保障制度の

在り方によって影響の大きさも左右されるため、政策費用の推計は容易ではない。そのため、

荻原・中島(2014)のように、財政や経済成長への影響について個別に分析した事例を紹介し

て検討している例が多い。今日の日本の制度に照らした定量分析はほとんど見られない。 

第二に、定量的に分析はしていても、将来推計になっていない場合も多い。小﨑(2015)は、

労働市場への影響について定量的な分析を行ったものだが短期の分析にとどまっている。

この点は OECD(2013)も同様である。短期の分析では、移民が年金を受給する年齢になっ

た時の財政負担が考慮されない。これでは、移民受入れ政策の是非を考える材料としては不

十分だろう。 

第三に、費用便益分析として行われていない。Borja(1995)をはじめとする 2.2.2 で取り

上げた論文は、労働市場についての分析を行ったのみで、移民政策の影響を包括的に議論し

たものになっていない。三好(2000)は、移民受入れ政策の是非について、労働市場・財政へ

の影響について総合的に論ずることを試みている。しかし、財政部門で支出が増加すること
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しか考慮されず税・保険料の収入増について議論されていない。つまり、費用便益分析とし

て、網羅的に当該政策の是非について論じた研究がないのである。また、三好(2000)の発表

から 18 年の年月が経っている。今一度、現在の情勢に見合った分析を行うことが望まれる。 

こうした問題意識から、本稿は移民受入れ政策の是非について、将来にわたった費用便益

分析を行うこととした。 
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3. 費用便益分析の設計 

3.1. 分析の大枠 

本小節では、費用便益分析を行うにあたっての基礎となる前提について大きく四つ説明

する。政策代替案、政策の影響、費用便益項目、そしてその他の基本的な設定である。 

 

3.1.1. 政策代替案 

政策代替案としては、以下の二つが考えられる。本稿では、特に With2 となっている単

純移民受入れ政策について分析を行うものとする。これは、本研究を移民受入れ政策の定

量分析の第一歩として位置づけることを目指したためである。これまで見てきた通り、移

民受入れ政策については未だ十分な定量分析が行われてこなかった。このことから、移民

を受け入れが社会にどの程度の影響をもたらしうるのか、最大限の影響を考慮した分析を

行う必要性があると判断した。また、今日においては、選択的移民受入れ政策についての

具体的な受け入れ職種などが定まってはいない。そうした状況下では、いたずらに仮定を

置いて分析することは困難であると同時に適切でないと判断した。 

なお、今後記述にある with ケースとは、この With2 ケースを指すものとする。 

 

図表 3.1-1 政策代替案 

ケース 代替案 説明 

Without --- 外国人労働者の受け入れを拡大せず、 

このまま人口減少・高齢化が進むと仮定。 

With1 選択的移民政策 高技能労働者のみ受け入れを拡大する。 

With2 単純移民政策 低技能労働者・高技能労働者の双方の受け入れ

を拡大する。 

 

3.1.2. 政策の影響 

移民受入れ政策を行った場合、政策の影響はどのように波及するのだろうか。本稿では財

政、労働市場への影響を取り上げるものとして、そのフローを以下のように図式化した。 
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図表 3.1-2 政策の影響フロー 

 

 

２.1 の整理を元にすると、移民受け入れによって経済成長への影響も想定される。また、

1.1.2 では、治安への懸念も議論されていると触れた。以下で、これらを本研究において捨

象した理由について説明する。 

まず、経済成長については、分析の困難さ、妥当性の担保の難しさから捨象した。経済成

長に対する影響を考えた場合、マクロ経済全体に与える影響を分析する必要が生じてしま

う。この場合 RBC モデルのようなマクロモデルにおいて、労働者数にショックを与えるこ

とで経済全体の動きを観察する方法などが考えられる。しかし、このとき定常均衡状態から

多くの変数が動き新たな均衡状態に移行することになり、これらの変数を費用と便益とい

う二つの項目に落とし込むのは非常に困難となり、費用便益分析の研究枠組みを超えてし

まう。よって本研究では経済成長に関する論点は捨象した。 

また、治安への懸念についても、移民の増加が犯罪率の上昇に結び付くとは言えない。野

呂(2002)は、「中国人を除くと 2000 年の刑法犯人口比は日本の平均を下回っている。外国

人 や不法滞在者全般を犯罪と結びつけてとらえる風潮は、ミスリードを招きかねない」と

している。同論文の中では、国際犯罪組織への対応の必要性は解かれているものの、一般の

刑法犯罪について、外国人の増加と犯罪率の上昇の相関を否定しているのである。このため、

本稿では犯罪率の上昇については考慮しなかった。 

 

3.1.3. 費用便益項目 

前小節に倣い、費用便益項目は以下のように設定した。詳細については、それぞれの項目

に該当する小節で説明するものとする。 

図表 3.1-3 費用便益項目 

費用 財政：政策の実施にかかる費用 

労働市場：特になし 

便益 財政：税・社会保険料収入 

労働市場：消費者余剰(日本企業が受ける便益) 
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3.1.4. その他の基本設定 

ここでは当事者適格、社会的割引率などについての仮定を説明する。まず当事者適格につ

いては、日本人と日本企業、日本政府とする。これは、政策を決定する主体の視点から、費

用便益を考えることが妥当と判断したためである。我が国は現在、移民の受け入れについて

検討段階にある。そのため、現時点での有権者である日本人とその子孫にとって、この政策

は恩恵をもたらすのか、という問いに答える分析を目指した。 

このような基準で判断し、移民一世は当事者適格に含めず、移民二世は含めることとした。

移民一世は自らの意思で渡日しているため、彼らの厚生は改善していると考えられる。しか

し、先述の「現時点での有権者である日本人とその子孫」に該当しないため、当事者適格か

らは除外した。移民二世は、国籍的に日本人として当事者適格に加えた。日本人と移民一世

の結婚によって誕生する移民二世も相当数想定される。そういった移民二世の便益と、日本

人一世および二世の便益を分けて論ずることは困難である。そういった観点からも、移民二

世は当事者適格に加えることが妥当と判断した。以上の議論をまとめると、当事者適格を与

えた日本人の詳細な定義については、図表 3.1-4 のようにまとめることができる。 

 

図表 3.1-4 当事者適格 

 日本人 移民 

一世 ○ × 

二世以降 ○ ○ 

 

また、社会的割引率は 4％と設定した。これは、国土交通省(2008)『費用便益分析マニュ

アル』に定められており、国の公共事業評価において一般に用いられているものと同一とし

た。また、基準年についても、マニュアルに倣い 2018 年とした。 

 

3.2. 人口の推計 

本小節では、本分析の基礎となる日本人及び移民の将来的人口推計に用いた方法論につ

いて詳述する。以下では、まず推計手順を概観した上で、方法論の概略を説明し、仮定の現

実性・推計の限界について言及した後、推計結果を提示する。 

 

3.2.1. 人口推計手順の概略 

以下のような手順により、人口推計を行った。 

① 日本人(及び移民政策の実施如何に関わらず日本国内に滞在している外国人)に関し

ては、平成 29 年度版、国立社会保障人口問題研究所発表の「日本の将来推計人口」

における「年齢各歳別人口」（出生中位・死亡中位仮定）の数値をそのまま使用した。 

② 移民に関しては、「日本の将来推計人口」に依拠しつつ、以下のような数式により、

t 年における i 歳の移民人口を推計した。 
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𝑚𝑖,𝑡 = 20,000𝐷𝑖 + (1 − 𝑟 − 𝑛𝑖,𝑡)𝑚𝑖−1,𝑡−1 𝑖𝑓 𝑖 ≠ 0 

 

𝑚0,𝑡 =
𝛼 ∗ 𝛽 ∗ ∑ 𝑚𝑖−1,𝑡−1

49
𝑖=15

35
 𝑖𝑓 𝑖 = 0 

ここで各変数が表すものは以下の通り。 

・ 𝑚𝑖,𝑡: t 年における i 歳の移民人口 

・ 𝐷𝑖: 20 代ダミー(𝐷𝑖 = 1 ∀∈ [20,29], 𝐷𝑖 = 0 ∀∉ [20,29]) 

・ 𝑟: 移民の帰国率 

・ 𝑛𝑖,𝑡: t 年における i 歳の日本人人口の変化率 

・ 𝛼: 女性比率 

・ 𝛽: 出生率 

 

簡潔に言えば、t 年における i 歳の移民人口は、i≠0 であれば t-1 年における i-1 歳の移

民人口に死亡及び国際人口移動による人口変動と政策による移民の流入分を加味したもの

である。また、i＝0 の場合は、t-1 年における i-1 歳の移民人口に女性比率・出生率をかけ、

出産年齢人口の年齢層の数(49-15+1=35)で除したものである。 

 

3.2.2. 方法論の概略 

「日本の将来推計人口」は、人口推計法の国際的標準であるコーホート要因法に基づき、

2065 年までにわたる、我が国における人口を推計している。コーホート要因法とは⓪基準

年の人口に、①出生・②死亡・③国際人口移動の三つによる生じる人口変動を加味し、その

翌年の人口を推計する手法である(図 3-1-1 参照)。⓪基準年人口は総務省統計局発表の『国

勢調査』から平成 27 年度における人口の数値を利用している一方で、①出生・②死亡・③

国際人口移動の将来の推移は不確実であるため、複数の仮定を置いたうえで、人口統計学的

推計手法を用いた上で、過去の実績値から求められている。3    

 

 

 

 

 

 

                                                      

3 「日本の将来推計人口」の方法論の妥当性を議論することは、本稿の目的から外れるた

め割愛する。興味のある読者は国立社会保障・人口問題研究所 (2017) 「日本の将来推計

人口 平成 29 年推計」『人口問題研究資料』 第 336 号 pp9-35 を参照されたい。 
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図表 3.2-1 コーホート要因法の概略 

 

出典: 国立社会保障・人口問題研究所 (2017) 「日本の将来推計人口 平成 29 年推計」『人口問題研究資

料』 第 336 号 p9. 

 

 これに倣い、本分析における移民の人口を推計に際してもコーホート要因法を使用した。

しかしながら、移民に関しては人口動態の過去の実績値がなく、過去の実績値から①出生

率・②死亡率・③国際人口移動率を推計することが不可能であった。従って、これらのパラ

メーターに関して、以下のような仮定を置くことで、移民人口を推計した。 

①移民の死亡率・国際移動率は、同年における同年齢の日本人と一致する。 

②国際人口移動率とは別に、更に移民の一部は毎年一定の割合で帰国する。4  

③移民の出生率及び女性比率は、時間を経て一定であり、日本人の平均の近似値である

1.4, 0.4 をそれぞれ用いる。 

④移民は全員 20 代であり、20-29 歳までの各年齢に平等に分布している。 

これらはいずれも強い仮定であるが、我々は以下のような理由から正当化されると考え

る。第一に、仮定の 1 点目に関して、日本に移住し日本人と同様の社会経済環境に置かれる

ことで、移民の人口動態が日本人のそれに漸近していくと考えられる。第二に、仮定の 4 点

目に関しては、これを政策の前提とすることで、仮定は自然と満たされる。第三に、仮定の

3 点目、出生率・女性比率・帰国率に関しては、第 4 節において後述するよう感度分析を行

い、これらのパラメーターに対し、結果が頑健であることを確認しているため、仮定の現実

的妥当性はさして需要ではないと考えられる。 

                                                      

4 帰国率は、法務省の 2016 年度版『出入国管理統計 - 出入（帰）国者数』の「国籍・地

域別 出国外国人の滞在期間（全出国者）」における滞在者総数のうち、短期滞在者（滞在

期間が 1 年以内の者）を除き、残った滞在者のうち、その後 1 年以内に帰国したものの割

合から求めた。 
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3.2.3. 推計結果の概要 

このような手法により推計された日本人・移民の人口を視覚的に示すとそれぞれ図 3-2-

2, 3-2-3 のようになる。なおより子細な推計結果に関しては付録の別表 1,2 を参照された

い。日本人の人口分布に比べて、移民の人口分布は単調な形状をしており、0 歳の 10 数万

人から 10 歳あたりでほぼ 0 人にまで落ち込んだのち、20 代で再び増加し、50 代辺りで再

び 0 人近くまで落ち込むというような人口分布になっている。これは、先に述べたように、

移民が毎年一定の割合で帰国することを想定しているためである。このことから我々は、帰

国率が費用便益分析の結果を左右することを懸念し、感度分析を行ったが、第 4 節で後述

するよう、我々の費用便益分析の結果は帰国率の変化に対して頑健であった。 

 

図表 3.2-2 日本人の人口構造推計 
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図表 3.2-3 移民の人口構造推計 

 

別表 1 (日本人の人口表) 

別表 2 (移民の人口表) 

 

3.3. 財政の推計 

以上の人口推計をもとに、我々は各費用便益の推計を試みた。ここでははじめに財政に関

する費用便器の推計方法と結果を述べる。 

結論を先取りして提示すると、移民受入れによる便益である税・社会保険料収入は 119.4

億円で、費用である政策費用は 173.6 億円であるため、純便益は-54.2 億円となった。 

 

3.3.1. 推計方法 

推計方法の説明に先立ち、財政に関する費用便益の発生構造を確認し、分析の対象を明ら

かにする。財政とは、政府と国内の他の主体の間で行われる費用の授受の活動であると考え

ると、授受を行う主体の組み合わせとしては、政府に対して企業と日本国民、移民一世、移

民二世以降の数だけ想定できる。そこで分析の対象としては、当事者適格の外にある移民一

世と政府の間で行われる費用の授受だけを注目すればよい（図表 3.3-1 参照）。 
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 図表 3.3-1 財政に関する費用便益の発生構造と分析の対象 

 
 

ここで分析対象の設定に対しては、移民受入れにより新たに生じる移民二世以降と政府

との間で行われる費用の授受や、後述する労働市場での便益増加が帰着する企業と政府と

の間で行われる費用の授受（主として法人税の増収）も、分析の対象とすべきとの批判があ

るかもしれない。しかし当事者適格に含まれる主体間での費用の授受は費用便益分析にお

いては移転として無視されるべきであり、いずれも移転であるからあえて把握する必要が

ない。もっとも政策立案において様々な利害関係者それぞれに対して説得が求められる政

治的な場面では、移転にも配慮し主体ごとの費用便益の発生を提示することは意味のない

ことではない。そこで主体ごとの費用便益は推計結果の概要のなかで触れることにした。ま

た、企業と政府間での授受に関しては加えて、後述の労働市場で便益を発生時点で捉えてい

るにも関わらず、帰着した便益を法人税の場面で捉えなおすことは二重計上であるため、分

析の対象に含めるべきではない。 

 

3.3.1.1. 税・社会保険料収入 

移民一世が政府に対して支払う費用を税・社会保険料収入（𝑇𝑎𝑥&𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 

𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒）と呼ぶことにする。これは当事者適格の外部から内部にもたらされる

価値であるので、費用便益分析上の便益にあたる。 

今回の分析においては、以下の式をモデルとして推計した。 

𝑇𝑎𝑥&𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

=  ∑ ( ∑ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑔𝑒,𝑡

105+

𝑎𝑔𝑒=0

∗ 𝑝𝑎𝑦𝑎𝑔𝑒)

2065

𝑡=2018

/(1 + 𝑖)𝑡−2017 

これは、ある年齢の移民一世一人あたりが支払う費用を payage としたときに、各年齢の人

口に掛け合わせた額を全年齢について積算し、それを基準年の 2018 年から 2065 年まで社

会的割引率を考慮した方法で算出したものである。 

そこで payage の値については、厚生労働省（2016）『平成 26 年所得再分配調査報告書』の

「世帯員の年齢階級別所得再分配状況（等価所得）」（第 9 表）を用いることにした。理由は
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後述の政策費用のうちγage で述べる理由とほとんど同じである。「拠出」には税金と社会保

険料の両方が含まれる。図表 3.3-2 がそれを年齢階級別にまとめたものである（単位：万円）。 

図表 3.3-2 年齢階級別・拠出 

年齢 0~ 5~ 10~ 15~ 20~ 25~ 30~ 35~ 

拠

出 

税金 31.8 37.6 37.7 37.8 40.9 37.0 36.0 33.8 

社会保険

料 
38.3 39.5 40.8 40.3 44.9 44.8 41.0 38.1 

 

 

 

 

これより得られたデータを推計式に代入したところ、税・社会保険料収入は 119.2 億円で

あるとの結果が得られた。 

 

3.3.1.2. 政策費用 

政府が移民一世に対して支払う費用を政策費用（Policy Cost）と呼ぶことにする。ここで

政策費用とは公的扶助や各種の社会福祉のような金銭による費用を当然含むものであるが、

金銭に限定されない概念で、例えば公共事業や教育の場面で負担されるあらゆる政府のコ

ストを含むものである。 

今回の分析において我々は政策費用を以下の式で推計することにした。 

𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑦 𝐶𝑜𝑠𝑡 = ∑ { ∑ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑔𝑒,𝑡

105+

𝑎𝑔𝑒=0

∗ (𝛼 + 𝛽 + 𝛾𝑎𝑔𝑒)}

2065

𝑡=2018

/(1 + 𝑖)𝑡−2017 

小括弧で括られた値が、ある年齢における移民一世一人あたりの政策費用であるとした

ときに、それをその年齢の人口に掛け合わせたものを全年齢について積算して、ある年次の

政策費用全体を推計する。これを基準年である 2018 年から 2065 年まで社会的割引率を考

慮した方法で積算した現在価値が政策費用であるとするモデルである。政策費用は当事者

適格の内部から外部に流出する費用であるから、費用便益分析における費用である。 

小括弧の値を設定するにあたっては以下の考えに従った。移民一世一人に対する政策費

用は原則として日本国民一人に対する平均的なそれに等しいとして、例外について修正を

行うこととした。日本国民に対する政策費用の総額は、総務省（2017）『平成 29 年版地方

財政白書』に掲載されている「平成 27 年度国・地方の目的別歳出の状況」（第 32 表）の

「国・地方を通じる歳出純計額」のうち実際に政府に負担された費用であるとし、これを人

口で除したものが一人あたりの政策費用であると考えた。なお人口は、総務省『人口推計』

から平成 27 年の総人口を用いた。そこで歳出純計額を目的別にみると、うち公債費はそれ

自体すでに政策目的で負担された費用を再掲しているに留まるので、政策費用の対象から

除外した。以下、例外に対する修正である。目的別に分類した際に、社会保障関係費は、荻

40~ 45~ 50~ 55~ 60~ 65~ 70~ 75~ 

33.1 41.0 50.8 48.2 36.9 25.0 22.3 20.5 

40.5 46.5 52.3 49.4 33.8 25.6 21.8 21.9 
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原・中島（2014）に指摘されるように年齢別の差異が大きいと考えられるので、年齢ごとの

社会保障関係費を考慮することにした。また、その他に外国人固有で生じるコストの存在は

多くの先行研究で指摘されるところであるので、これも考慮することにした。以上の考えを

まとめて、検討対象とした費用と文字の対応を整理したのが図表 3.3-2 である。 

 

図表 3.3-3 移民一世一人あたりの政策費用内訳 

平成 27 年度国・地方

の目的別歳出 

政策費用

の対象 

日本国民と共通 外国人固有 

下記以外 ○ α β 

公債費 × -- -- 

社会保障関係費 ○ γage -- 

 

はじめにαの値については、「国・地方を通じる歳出純計額」から公債費、社会保障関係

費を除いた額 757,517 億円を同年の総人口 127,095 千人で除して、59.60 万円を得た。 

続いてβの値に関しては、労働省（1992）が外国人一人あたりに要した外国人関係施策費

を執筆現在において最新の 2017 年 9 月の消費者物価指数で調整して、6.94 万円を得た。参

考までに施策の内訳は図表 3.3-4 の通りである。 

 

図表 3.3-4 外国人一人あたりに要した外国人関係施策費 

 

注 1：固定費用が大きいため合計に含んでいない 

注 2：サービスに係る一人当たりコストが上位 4 位までの自治体の平均 

注 3：表中の単位はすべて[円] (平成 4 年 3 月時) 
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最後に、γage についてである。我々の推計モデルにおいては、年齢別の個人ごとに給付さ

れる社会保障関係サービスにかかる費用額を用いるのが最も望ましい。しかし、高齢者に給

付される年金・介護や子どもを対象に行われる保育はいったん世帯に帰属すること（厚生労

働省,2016）とアクセス可能なデータの制約から、関心のある値をそのまま入手するのは困

難である。そこで、本研究において我々は『平成 26 年所得再分配調査報告書』の「世帯員

の年齢階級別所得再分配状況（等価所得）」（第 9 表）（厚生労働省,2016）を用いることにし

た。ここで示される「受給」額は、世帯に帰属した給付費を同一世帯内の者に均等に割り振

られると仮定して年齢階級ごとの給付費を算出したもので、各年齢階級に現実に給付され

た額を反映していないことは留意しなければならない（厚生労働省,2016）が、アクセス可

能なデータのなかで最も年齢による給付額の違いを反映した資料であると考えた。なお、給

付の範囲は、年金、医療、介護、その他であり、医療・介護・保育については現物給付分も

含んでいる。図表 3.3-5 が学年齢階級ごとの給付(単位：万円)である。 

 

図表 3.3-5 外国人一人あたりに要した外国人関係施策費 

年齢 0~ 5~ 10~ 15~ 20~ 25~ 30~ 35~ 

受給 50.8 45.8 41.5 38.6 35.1 52.3 71.2 70.2 

 

 

 

以上より得られたデータを推計式に代入した結果、政策費用は 173.6 億円であるとの結

果が得られた。 

 

3.3.2. 推計結果の概要 

以上で求まった税・社会保険料収入と政策費用をまとめると以下の通りである。したがっ

て、財政に関する費用便益項目で純便益をとった結果は、-54.2 億円で負の値である。少な

くとも財政の観点からは移民政策は導入すべきではないことが分かった（図表 3.3-6 参照）。 

図表 3.3-6 財政に関する費用便益の結果 

PV(Benefit)  税・社会保険料収入 11.94 

PV(Cost)       政策費用 17.36 

PV(Net-Benefit) -54.2(億円) 

 

なお、各年における便益と費用は以下のように推移するとされる。いずれの年次において

も費用が便益を上回っていることが図表 3.3-7 から見てとれる。 

  

40~ 45~ 50~ 55~ 60~ 65~ 70~ 75~ 

73.7 64.5 56.2 70.6 121.5 190.7 216.1 241.1 



23 

 

図表 3.3-7 各年の費用便益 

 

また参考までに、移民政策によって移民二世以降と政府との間でも費用の授受が新たに

生じるわけであるが、費用便益分析では明らかにされることのない移民二世以降と政府の

間での受益負担構造もここでは明らかにしたい。そのことの意義は、費用便益分析において

移転であるとして無視される費用の授受は、各主体の利害に立てば重要な意味を有するか

らである。そこで移民政策により生じる費用の授受を主体ごとにまとめたのが図表 3.3-8 で

ある（単位：10 億円）。以下の分析では、政府－企業間と政府－日本国民間の費用の授受は、

移民政策によって変化しないと仮定したので、企業と日本国民は便宜上、主体として表に含

めなかった。 

図表 3.3-8 主体別に整理した費用便益の結果 

 政府 移民二世以降 日本 

PV(Benefit)  税・社会保険料収入 12.52  -- 

       政策受領  0.94 -- 

PV(Cost)   政策費用 18.30  -- 

税・社会保険料負担  0.58 -- 

PV(Net-Benefit) -5.78 0.36 -5.42 

この表で政府の純便益と移民二世以降の純便益を合計すると、図表 3.3-6 で示した財政に

関する純便益と同じ値が現れる。これは図表 3.3-8 でみる場合の政府の費用便益には、移民

一世と二世以降に対するものの両方が含まれており、これと移民二世以降の費用便益を合

計すると、移転分が相殺されるからである。表からは以下のことが分かる。政府は移民の受

け入れにより新たに 100 億円以上の税・社会保険料収入を得るが、それ以上の政策費用を

負担することにもなり、負担が増す。他方で、移民二世以降は税・社会保険料を納める以上

に政策の便益を受領する。なおここで、移民二世以降が受領する便益が、移民一世に対して
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政府が支出する政策費用より小さいことが疑問にも思える。しかし、これは本研究で高い帰

国率を仮定しており、そのために二世以降がほとんど在留していないことによるものだと

考えられる。 

 

3.4. 労働市場の推計 

移民の流入が労働市場にどのような影響を与えるかという点は移民政策について議論す

るうえで避けては通れない論点である。というのも、現状政府が移民政策を掲げている大き

な理由として、高齢化によって不足する労働力を移民によって拡充することが掲げられて

おり現状大きな期待感を持って語られているからである。しかし、分析の結果を先に提示す

ると移民による労働市場における余剰増加は非常に微細なものに留まり費用便益分析の結

論を左右するほどの大きなインパクトは生まれえないという結論を得た。以下ではその方

法論と結果の詳細について論じたい。 

移民の流入における労働市場のインパクトは大きく以下の三つが挙げられる。 

① 高度スキル人材の流入、または異なる文化的背景を持った人々との労働環境の中

でイノベーションが発生しやすくなり全要素生産性が向上し日本経済の成長に貢

献する。 

② 一方で言語などの文化的摩擦が生じ労働生産性の低下につながる。 

③ 少子高齢化に伴う労働生産年齢人口の減少に歯止めをかけ、労働市場における余

剰の総量、または配分を変化させる。 

本研究では①と②は捨象して分析を行った。①と②を分析から除いた共通する論拠とし

て、移民と日本人を質的に異なるものとして扱い分析を行うことは多くの仮定条件を想定

する必要があり非常に困難であるため、本研究においては移民の属性は日本人と無差別で

あり移民の流入は日本における総人口の増加にすぎないと捉えていることが挙げられる。

日本人と移民を無差別としてとらえているため労働環境の多様化や文化的摩擦による労働

生産性の低下は発生しえない。また、①において言及される高度スキル人材の流入に関して

も本研究では選択的移民政策を前提として行っていないため分析から外れる。①を分析二

点目の論拠として挙げられるのは、仮に全要素生産性が労働の総人口に依存する場合（例え

ば、全要素生産性が労働者数の増加関数となるような内生的成長理論のようなモデルを使

用した場合）において、毎年 20 万人増加する移民の流入は日本人全人口に比べた場合規模

が小さく、全人口の変化に対して大きな影響は与えないため、全要素生産性の変化率も非常

に微細であるということがいえる。最後に①を除いた三点目の論拠として挙げられるのは

経済成長に対する影響を考えた場合マクロ経済全体に与える影響を分析する必要が生じて

しまうことである。この場合、費用と便益という二つの項目に落とし込むのは非常に困難で

あり、費用便益分析の領域を超えてしまうため本研究からは捨象した。これは先行研究の節

でも説明したとおりである。 

よって、本研究では労働需要曲線と労働供給曲線からなる労働市場を想定し移民が流入

する with ケースと移民が流入しない without ケースにおける余剰を比較し、移民流入によ
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る労働市場のインパクトを推計した。この時の人口データは 3.2 小節で作成したものを使

い、労働供給曲線は単純化のため垂直であるものとした。労働供給は with/without ケース

共に減少しているため、労働供給曲線はともに左にシフトしているが、with ケースは移民

流入により減少に歯止めがかかっている。そこにおける余剰の差を今回の分析では推計し

たのであるが、その余剰は労働者から企業に対する所得移転と総余剰の変化（企業の余剰増

加分）の二つの部分に分けられる。 

図表 3.4-1 労働市場の余剰変化 

 

 

また、この際の労働需要曲線の推定は JILPT[2015]における推定モデルを用いて行っ

た。JILPT（2015）では以下のようなコブ＝ダグラス型関数から導き出される限界生産力

命題（式-１）の確からしさを導くために（式-2）のような推定モデルに基づき各産業に対

する推定研究を行っている。 

 

𝐿 = 𝛼
𝑝𝑋

𝑤𝐻
(= 𝑍) 

 

∆𝑙𝑛𝐿(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. +𝑎 ∆𝑙𝑛𝑍(𝑡) + 𝑏 𝑙𝑛𝑍(𝑡 − 1) + 𝑐 𝑙𝑛𝐿(𝑡 − 1) + 𝑢(𝑡) 

式－1 におけるパラメーター𝛼, 𝑝, 𝑋, 𝐻に以下のデータを代入し、賃金𝑤と労働者数𝐿の関

係式を導き出し労働者数𝐿を所与として労働需要曲線を導いた。 

① 𝐿：就業者数、平成 27 年度国勢調査、就業状態基本集計より引用 

② 𝑝𝑋：名目生産額、平成 27 年度内閣府産業連関表、最終需要計（国内総生産）

より引用 

③ 𝑤：時間当たり賃金、平成 28 年度賃金構造統計基本調査「きまって支給する現

金給与額」より引用（農林水産業、食料品・飲料・たばこは産業計のデータよ

り引用） 

…式－１ 

…式－２ 
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④ 𝐻：総実労働時間、平成 28 年度賃金構造統計基本調査「所定内実労働時間数」

より引用（農林水産業、食料品・飲料・たばこは産業計のデータより引用） 

⑤ α：生産関数における労働投入パラメーター、JILPT[2015]より引用 

また、本研究で推定した産業は産業大分類を基にしているがデータの便宜上若干の変更

を加え以下の 13 種類とした。 

農林水産業 

鉱業・建設業 

食料品・飲料・たばこ 

一般機械器具・精密機械器具製造業 

電気機械器具等製造業 

輸送用機械器具製造業 

電気ガス水道熱供給業 

情報通信業 

運輸業 

卸売・小売業 

金融保険業・不動産業 

医療・福祉 

サービス業 

 

鉱業・建設業は産業大分類において鉱業，採石業，砂利採取業と建設業の二つに分かれ

ているが本分析ではそれらの合計値または平均をデータとして用いた。一般機械器具・精

密機械器具製造業、電気機械器具等製造業、輸送用機械器具製造業における総労働時間、

実質賃金は賃金構造統計基本調査における製造業のデータを共通して代入した。また、サ

ービス業に関しては学術研究，専門・技術サービス業、宿泊業，飲食サービス業、生活関

連サービス業，娯楽業、教育，学習支援業、複合サービス事業、サービス業（他に分類さ

れないもの）の平均または合計をデータとして利用した。これらのデータを用い 13 種類

の労働需要曲線を推計し分析を行った。 

 労働者数の増加は平成 27 年度における各産業の人口比率に基づいて振り分けられると

仮定した。ここで今後の社会の中で労働需要が高まるとされる産業に多くの移民労働者が

振り分けられるケース（少子高齢化に伴い医療・福祉に対する労働力流入が大きくなって

いく等）も想定したが、労働市場における便益が非常に小さくなり費用便益分析の結果に
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は影響を与えないものであることを鑑みるとその中での移民の割り振りはほぼ無関係とな

るためここでの説明は省略する。結果、得られた割引前便益は労働力の増加に伴い以下の

ように増加する。 

図表 3.4-2 割引前純便益増加 

 

 

この純便益を割引現在価値に変換し合計すると約 5160.019 円という結論が得られる。純

益が非常に小さくなった一つの理由として労働力変化に対する賃金変化の弾力性が非常に

小さいことが挙げられる。すなわち、労働需要曲線が限りなく水平に近い形になっており多

くの移民労働者が流入しても賃金の低下はさほど起こらず労働市場における余剰はさほど

変化しないということである。 

 一方で、本研究の趣旨からは外れるがこの分析から得られるもう一つのインプリケーシ

ョンとして、移民の流入が労働者から企業に所得移転をもたらすことがわかる。割引前の所

得移転は以下のように増加する。 

図表 3.4-3 割引前所得移転 
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この所得移転額は割引現在価値に変換し合計すると約 1,285,122 円となる。これは労働

供給が相対的に大きい状況下において、賃金が低いものの労働者数は相対的に多いという

状況になるため、労働者から企業に余剰が移行することにより発生する。 

 

3.5. 小括 

本節では、財政への影響の分析と労働市場における余剰分析を行った。結果、移民の受け

入れは財政に 54.2 億円の大きな負の純便益を生じさせるとともに、他方で労働市場に与え

る正の便益は微細なものに留まることを明らかにした。結果としての社会的な純便益は-

54.2 億円である。この限りにおいて、移民政策は日本において推奨されない。 

財政に関して大きな費用が計上されることになった原因は、移民一世が納めることによ

る税・社会保険料の増収が、受入れに伴う政策費用を下回るからであり、またその規模が大

きいためである。 

労働市場における便益が微細なものに留まった理由として労働供給に伴う賃金変化はほ

ぼ起こらないため余剰がほぼ発生しないということがある。逆に言えば、社会的に言われる

労働市場における移民流入の恩恵は多くは経済成長を中心とするマクロ経済に対するイン

パクトを通じて発生するものであり、費用便益分析の分析枠組みではこの便益を定量化す

るうえで限界があることが分かった。 
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4. 感度分析 

4.1. 人口 

本節では感度分析の結果及びその解釈を議論する。我々は以下の四つのパラメーターに

関してそれぞれ合理的な範囲での下限・上限を設定した上で感度分析を行い、費用便益分析

の結果の頑健性を確認した。①移民の出生率、②移民の女性比率、③移民の帰国率、④社会

保障費負担上昇率。以下ではまず、人口推計にかかるパラメーター①-③の感度分析の結果

を示す。 

 

4.1.1. 移民の出生率 

感度分析の結果は以下の通り。移民の出生率の変化は純便益の推計値にほとんど影響を

及ばさないことが明らかとなった。 

図表 4.1-1 移民の出生率 

仮定 純便益（億円） 

出生率 1 -54,2 

出生率 1.4 (ベースライン) -54,2 

出生率 3 -54,2 

 

4.1.2. 移民の女性比率 

感度分析の結果は以下の通り。移民の出生率の変化は純便益の推計値にほとんど影響を

及ばさないことが明らかとなった。 

図表 4.1-2 移民の女性比率 

仮定 純便益（億円） 

女性比率 0.6 -54,2 

女性比率 0.4 (ベースライン) -54,2 

女性比率 0.2 -54,2 

 

4.1.3. 移民の帰国率 

感度分析の結果は以下の通り。帰国率が理論上取り得る 0,1 をそれぞれ下限・上限とした

ものの、いずれのケースにおいても純便益は負となった。 

図表 4.1-3 移民の帰国率 

仮定 純便益（億円） 

帰国率 1 -10,6 

帰国率 0.24 (ベースライン) -54,2 

帰国率 0 -351,1 
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これらの結果は、本分析は頑健であり移民の受入れ政策が推奨されないという結論が一

層強固なものであることを示している。 

 

4.2. 財政 

社会保障にかかわる国民の負担率は年々上昇の傾向にある。少子高齢化に伴い国家財政

は圧迫の一途をたどっているが、日本の潜在的国民負担率は OECD 諸国の中でも低い。

北欧を中心にヨーロッパ諸国は国民負担率が非常に高い。その一方で、日本は高齢化が他

国と比べても大きく進展しているにも関わらず負担率が非常に低い。このことを考えると

今後現状の国民負担率を政府が維持することは現実的ではないと考えられる。厚生労働省

が平成 18 年に発表している「社会保障の給付と負担の見通し」によれば平成 27 年度は社

会保障にかかわる負担が 114 兆円と予測されている一方で平成 37 年度は 143 兆円と予測

されており、政府の見方としても大きく負担率を上昇する方向にあったことがわかる。 

本研究ではベースラインとして負担上昇率が年率０％であった場合を想定していたが、

感度分析として負担上昇率が年率 2％の場合、年率 1％の場合をそれぞれ分析した。負担

上昇率が 2％のケースは「社会保障の給付と負担の見通し」における平成 27 年～37 年間

の成長率を維持し続けるものと想定して分析を行っている。その結果、次のような結論を

得た。 

図表 4.2-1 推計結果 

負担上昇率 純便益(億円) 

0% -54.2 

1% -27.2 

2% 

（厚生労働省） 
12.3 

 

このように、感度分析によれば負担上昇率が年率 2％で成長し続けた場合純便益は正に

転じることが分かった。すなわち、社会保障の設計次第では、移民政策は日本国にとって

便益となりうる。なお、純便益がゼロとなるのは負担上昇率が年率約 1.96％の時である。 
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5. 結論 

5.1. 結論 

現在の税・社会保障の制度を前提にした場合、移民政策の純便益は-54.2 億円であり、負

の値をとる。したがって、移民政策の導入は推奨されない。これは主として、移民を受け入

れることの政策費用が大きく財政面に負の影響がもたらされるからである。この影響は移

民の納める税・社会保険料によってもカバーされず、労働市場に生じる余剰も微小であって

結果を覆すものではない。この結果は、移民の出生率、女性比率、帰国率といったパラメー

ターを変化させた感度分析によっても維持される頑健なものである。 

なお、費用便益分析の関心とは離れるが、この結果を主体ごとに整理すると以下のような

影響が示唆される。はじめに政府は移民からの税・社会保険料の受領より移民に対して多く

の政策費用を負担するため負の影響を被る。他方、移民二世以降はその逆であるから正の影

響がある。また企業は労働供給が増加することで、全体で微小とはいえ、正の影響を受ける。

他方、そのうちの一部の余剰は日本人労働者から移転したものであるから、日本人労働者に

してみれば負の影響がある。このように整理することで、移民政策による影響を構造的に理

解するのが可能になり、また各主体の関心に応えることができると考える。 

ただし、移民政策の純便益は、税・社会保障の制度が変化することで正に転じうることも

明らかになった。これは先行研究の荻原・中島（2014）のまとめと整合的である。そこで移

民政策の是非を論じるうえでは、国民負担率を今後どのようにするかと併せて議論すべき

であることが示唆される。 

 

5.2. 今後の課題 

今後の課題として、大きく三点があげられる。第一に、選択的移民政策の検討である。第

二に、政策の影響フローをより複雑で現実に即したものとすることが望ましい。第三に、よ

り多くの費用便益項目について考慮することも望まれる。 

第一の点については、現時点では、移民受入れ政策の具体策が定まっておらず、選択的移

民政策について現実的な分析を行うことはできなかった。しかし、日本政策フォーラムの提

言に見られるように、移民の受け入れは選択的移民政策が採られる可能性は大きい。受け入

れ職種などの大筋が明らかになってきた段階で、より現実に即した分析が行われることが

望まれる。 

第二の影響フローの複雑化については、主に次のような検討項目が挙げられる。 

・ 低技能・高技能労働者の職種間の配分、移民に占める割合 

・ 移民の地域間の配分 

第三の費用便益項目については、主に次のような検討項目が挙げられる。 

・ イノベーション・経済成長の促進 

・ 文化的摩擦・テロや組織犯罪の増加 

・ 移民の受け入れに際して民間部門が拠出する費用 



32 

 

これらの分析を行うには、複雑なケースを想定しなければならず、非常に困難であると考

えらえる。しかし、移民の受け入れはそれほどまでに社会に大きな影響をもたらす重要課題

であり、より精緻な検討が望まれると言えるだろう。 
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